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経済建設委員会会議録 

 

 

平成２７年１１月４日（水） 

（開 会） １０：００ 

（閉 会） １１：２９ 

【 案  件 】 

1. 認定第14号 平成26年度飯塚市水道事業会計利益の処分及び決算の認定 

2. 認定第15号 平成26年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定 

3. 認定第16号 平成26年度飯塚市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定 

4. 経済施設等対策について 

5. 産学連携について 

 

【 報告事項 】 

1. ミッドナイトオートレース（試行販売）について          （経営管理課） 

2. 専用場外発売所の開設について                  （経営管理課） 

3. 飯塚市中心市街地活性化の取り組みについて            （商工観光課） 

4. 市道上における車両損傷事故について               （土木管理課） 

5. 市道上における車両損傷事故について           （穂波支所経済建設課） 

6. 工事請負契約について                   （上下水道局総務課） 

7. 工事請負契約について                        （契約課） 

8. 第２次公共施設等のあり方に関する基本方針（公共施設等総合管理計画）について 

    （行財政改革推進課） 

 

                                          

 

○委員長 

 ただいまから、経済建設委員会を開会いたします。 

この際、委員会の運営方法についてお諮りいたします。当委員会に付託を受けております認定

議案３件の審査につきましては、初めに監査委員の審査意見書に対する質疑、次にそれぞれの認

定議案に対する質疑を行い、討論、採決については保留し、最後に、認定議案ごとに行いたいと

思います。以上のように委員会審査を進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

ご異議がないようですので、そのように運営をさせていただきます。 

「認定第１４号 平成２６年度飯塚市水道事業会計利益の処分及び決算の認定」から「認定第

１６号 平成２６年度飯塚市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定」までの３件を一括議題

といたします。 

監査委員の審査意見書に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 
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監査委員の審査意見書に対する質疑を終結いたします。 

「認定第１４号 平成２６年度飯塚市水道事業会計利益の処分及び決算の認定」に対する質疑

を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

次に、「認定第１５号 平成２６年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定」に対す

る質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

次に、「認定第１６号 平成２６年度飯塚市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定」に対す

る質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

これより討論、採決に移ります。討論、採決は、それぞれの会計ごとに行います。 

「認定第１４号 平成２６年度飯塚市水道事業会計利益の処分及び決算の認定」に対する討論

を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「認定第１４号 平成２６年度飯塚市水道事業会計利

益の処分及び決算の認定」は、原案可決及び認定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案可決及び認定すべきものと決定いたしました。 

次に、「認定第１５号 平成２６年度飯塚市産炭地域小水系用水道事業会計決算の認定」に対す

る討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「認定第１５号 平成２６年度飯塚市産炭地域小水系

用水道事業会計決算の認定」は、認定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は認定すべきものと決定いたしました。 

次に、「認定第１６号 平成２６年度飯塚市下水道事業会計利益の処分及び決算の認定」に対す

る討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。採決いたします。「認定第１６号 平成２６年度飯塚市下水道事業会計

利益の処分及び決算の認定」は、原案可決及び認定することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案可決及び認定すべきものと決定いたしました。 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １０：０２ 

再 開 １０：０３ 

委員会を再開いたします。 
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「経済施設等対策について」を議題といたします。「庄内温泉筑豊ハイツの現状から見る課題に

ついて」、執行部の説明を求めます。 

○経済施設等対策室主幹 

 「庄内温泉筑豊ハイツの現状から見る課題について」という資料をごらんください。まず初め

に、「１．施設の現状から見る課題について」でございますが、（１）の物件の概要につきまして

は、そこに記載をしているとおりでございますので説明につきましては省略をさせていただきた

いというふうに思います。次に、（２）の国の指針につきましては、市が平成２１年２月に策定い

たしました「飯塚市公共施設等のあり方に関する第１次実施計画」の決定のもとになった国の指

針でございまして、民間が担うことができる施設については廃止・民営化・民間譲渡・民間委託

等の措置を講ずるようにという内容でございます。（３）の課題につきましては、筑豊ハイツは本

館が昭和４８年、新館が昭和５５年建設と昭和５６年以前の建物でありますことから、耐震基準

を満たしていない可能性が高いこと、今後近い将来に耐震診断の必要性があること、その結果に

よっては施設の運営に大きな影響を及ぼすこと、耐震化工事等に多額の費用がかかることを掲げ

ておりますが、ちなみに金額につきましては概算でございますので、この金額があたかも正当な

見積もりによるものであるかのような誤解のないようにお願いをしたいというふうに思うところ

でございます。 

続きまして、２ページをお願いいたします。「２．経営状況」につきましては、（１）に記載し

ておりますとおりでございますが、まずは経常収益の欄をごらんください。平成２２年度以降、

経常収益が年々減少してきておりますが、これは、宴会の売り上げの減少が最も大きく影響して

おります。そして、経常収益から経常費用を、そのすぐ下の段ですけども、差し引きました経常

収支、上から３番目の欄でございますが、につきましては、平成２４年度以降マイナスというふ

うになっておりますが、平成２４年度と平成２５年度につきましては、経常外収支からの繰り入

れで収支合計の欄、上から５番目ですけども、収支合計の欄は黒字というふうになっております。

この経常外収支につきましては、平成２２年度と平成２３年度は経常収支が黒字であったことか

ら、退職引当金に繰り出しをいたしておりますし、平成２４年度と平成２５年度は経常収支がマ

イナスであったことから、退職引当金と特別引当金等から繰り入れを作ることで、収支合計を黒

字といたしております。なお、平成２６年度では改正後の一般財団法人に関する法律の適用もあ

って、そうした繰り入れや繰り出しの手法が取れなくなったこともあり、赤字というふうになっ

ております。そして収支合計から法人税等を差し引きました、税引後の収支でも平成２６年度は

赤字となっておりますし、純資産につきましても、平成２６年度では４１万１１２１円となって

おります。現管理者であります一般財団法人筑豊勤労者福祉協会は、平成２６年度より改定後の

一般財団法人に関する法律の適用を受ける財団となっておりますことから、純資産が２年連続し

て３００万円を下回りますと、自動的に解散しなければならないというふうになっておりますの

で、今年度の収支状況によっては何らかの形で財政支援を検討しなければならないというふうに

考えているところでございます。次に、（２）の市が実施いたしました修繕、改修費につきまして

ございますが、過去５年間の数字をあげさせていただいておりますが、総額で６０５０万円に上

っております。これ以外にも、指定管理者自らが行いました修繕等も年間約３００万円前後あり

ますことから、施設の老朽化が経営に大きな影響を及ぼしているということが見てとれるかと思

います。続きまして、（３）をお願いいたします。ここでは日本旅館協会が公表しております統計
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との比較でご説明をいたしますが、比較対象は客室数が３０室以下の小規模な旅館業でございま

す。①の収益全体に対する従業員の人件費率ですが、筑豊ハイツが４２．２１％であるのに対し

まして、統計平均では３５．３０％、ハイツ・いこいの村の平均では３７．５０％となっており

ますが、これはただ単に他と比較して、筑豊ハイツの人件費が高いというふうなことではないと

いうふうに考えております。参考までに筑豊ハイツの従業員の夜間勤務等、諸手当を除く給料の

平成２６年度一人当たり平均年額は約２２６万円で、これは筑豊ハイツと同じく商工観光課が所

管しておりますレクレーション施設「サンビレッジ茜」、この平均年額２２３万円とほぼ同額とな

っております。また、筑豊ハイツにおきましては、ここ数年は給料は、ほぼ横ばいの状態できて

おりますし、売上の減少をカバーするように従業員の削減などで人件費を抑制してきております

ことから、給料が高いというよりも、ここ数年の売上額の減少が、結果として人件費率を高くし

てるんではないかというふうに考えております。次に、②の総売上高と宿泊客数についてでござ

いますが、日本旅館協会の統計平均と比較いたしまして、宿泊客数は、筑豊ハイツの方が多くな

っているのに対し、総売上高は、約２０４９万円少ないという現象が見られます。これは筑豊ハ

イツの宿泊客の約４５％が合宿で利用される方であり、一部屋にできるだけ多くの方を宿泊させ

るなど、工夫することで、通常料金から最大で約３０％割引するなど、大学生や高校生にも利用

してもらいやすい対応をしていることが要因だというふうに考えております。次に、③の宿泊定

員の稼働率についてでございますが、※のところをごらんください。統計では、３１．１％であ

るのに対しまして、筑豊ハイツでは合宿以外の一般では、２２．３％と低くなっておりますが、

これは施設の老朽化によるイメージダウン、露天風呂・かけ流しの湯などの一般的な温泉旅館や

温泉ホテルが有する機能を有していないこと、部屋に風呂やシャワーがないことから、女性客の

利用が少ないこと、さらには、地域的にもビジネス関連での宿泊ニーズが少ないこと、こうした

ことが大きな要因ではないかというふうに推察するところでございます。なお、合宿の定員稼働

率につきましては、利用者によっては、収容定員の６４名以外の部屋、研修室や会議室に畳を敷

くなどして宿泊してもらってるケースもありますことから、数字としては参考にならないかとい

うふうに思っておりますので、合計の稼働率についても、あまりに参考にはならないものという

ふうに考えております。ここではやはり現状の施設の中で一般の宿泊客の稼働率をどう上げるの

か、もしくはこうした数字からどう判断して、今後の施設のあり方をどう考えていくのかが重要

になってくるかというふうに思っております。続きまして、資料の３ページをお願いいたします。

(４)のＦＬ比率でございますが、ＦＬ比率とは売り上げに対する材料費と人件費の割合でございま

すが、レストランなどの飲食業界ではこれが１つの経営指標になるものでございまして、筑豊ハ

イツでは２６年度で６４．９４％となっております。下の表では、６０％から６５％の欄に入っ

てくるわけでございますが、ここの評価といたしましては、現実的にはここが一番多く、原材料

費、人件費ともに努力しているが、売り上げが伴わないお店が多いというふうな評価をされる区

分になっております。今後どう売り上げにつなげていくか、メニュー構成やターゲット、宣伝広

告などいろんな工夫が必要かというふうに思っております。 

続きまして、「３．筑豊ハイツ及び筑豊緑地の利用状況について」でございますが、（１）の筑

豊ハイツの利用状況につきましては、研修での利用が最も多くなっておりますが、宿泊研修でも

ない限りレストランの売り上げには若干貢献してても宿泊料にはほとんど貢献してないのではな

いかというふうに受け取れるところでございます。続きまして、資料の４ページをお願いいたし
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ます。ここでは（２）筑豊緑地の利用状況について記載をいたしておりますが、説明は省略させ

ていただきたいというふうに思います。なお、この数字は届出がありました利用者しか把握でき

ておりませんので、例えば、芝生広場に来られて、散歩やジョギングをされている方は数字とし

て入っておりません。県の管理者によりますと、筑豊緑地一体では年間で１００万人くらいは、

来場されているのではないかというふうなことでございますので、県が管理しております筑豊緑

地と筑豊ハイツとの連携が図れると相乗効果が期待できるではないかというふうに考えるところ

でございます。 

続きまして、資料の５ページをお願いいたします。ここでは、筑豊ハイツのＳＷＯＴ分析を記

載いたしております。ここに記載しておりますように、ＳＷＯＴ分析とは事業の現状分析からビ

ジネス機会を明らかにすることで、事業戦略やマーケティング計画を決定する際に用いられる手

法でございます。枠の左上が機会、チャンスとなる外部要因というふうになっております。左下

が強み、武器でございます。そして右上が脅威、脅かす外部要因、右下が弱み、苦手なこととい

うふうになっております。この表中の説明は省略させていただきますが、これにつきましては、

私がいろいろ考えて記載したものでございまして、専門家の方に見せますと、まだまだ分析が甘

い、もっと違った分析があるというふうに言われるかもしれませんし、委員の皆様にも、もっと

違った視点や意見があるかと思われますので、参考程度にみていただければ幸いでございます。 

以上、簡単でございますが、資料の説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、ただいまの説明に対する質疑を含め、全般に対する質疑を許します。

質疑はありませんか。 

○道祖委員 

 だから、どうしたいの。資料を分析して、だから今後どういうふうにするべきだということを

言ってるわけですか。経常外収益を上げるためにはどうしたらいいとか、そういう話をするなら

わかるけど、課題について、じゃあ、こうしましょう、ああしましょうというのは、ここの委員

会で委員が言えば、その方向で進むというふうに理解していいんですか。 

○経済施設等対策室主幹 

 現在、先日の休会中の経済建設委員会で資料をお出しさせていただいたときに、もうちょっと

詳しくその資料化をしてほしいというふうなことでご意見をいただいておりましたので、今回、

資料化という形で、ここに整理をさせていただきました。そして、これをもとに、こうした現状

を把握したところで、今後どうあるべきかというものにつきましては、今現在、内部で協議をい

たしております。そして次の、経済建設委員会までには、私どもの執行部としての考え方を整理

しまして、こうした現状から、こういったものが必要ではないかと、こういった形のものを整備

したいというふうなものをお出しできればというふうに思っております。本日はまた、こうした

中で委員の皆様方からも、こうした現状の中から、じゃあこういったものは必要でないかという

ふうなご意見をいただければ幸いかというふうに思っておるところであります。 

○道祖委員 

 これは筑豊ハイツが老朽化して利用者が少ない、宿泊施設として、他の旅館、ホテル等に比べ

て、あなた言ったようにトイレ、浴室が室内に、個室にないから、どうしても利用状況が悪い、

稼動率が悪い。単純にいえば、客単価が低いと。どうしても、だから人件費部分が高くなってし
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まう。要は、収益が上がってないから、施設が老朽化して、そして集客能力がないからどうして

も経費がかかり過ぎてるということですよね、客観的に言えば。であるならばどうするかという

お話になりますよね。単純に言えば、そしたら収益上げるためにどうするかって話になってくる

だけの話じゃないですか。それでいうと、施設をやり変えるか、施設の運営費をいかに抑えるか。

けど、実際の問題、今のままの施設じゃ、運営費を下げることできないんでしょう。風呂の問題

にしても、温泉掘って、温泉とは言ってるけど、なんていうんですか、自然に自噴してくる温泉

ではないでしょ。だから、そういういろいろな面で経費かかってるから、運営経費がどうしても

高くなる。で、人件費は抑えてるけど、これ以上抑えようがないと。２２０何万ということは非

常に低い人件費で頑張っているということですよね。見る限りでは、おっしゃったように、経常

収益外の収益があるときにはプラスになってたと。じゃあ、その経常外収益をいかに上げるか。

要は、今のままじゃそれはできないということ。それに対して、どういうものを作っていくか。

例えば、緑地公園、個々に利用率があって、１００万人ぐらい使ってるでしょう。芝生公園があ

って、土曜、日曜日見て、例えば、今、秋で非常にいい環境にある、春先もそうですけど。あそ

こには子ども連れのご家族がものすごく集まってくるんですよ。ぼくも散歩しますからよくわか

りますけどね。じゃあ、その人たちがものをどこで買っているか。例えば、弁当持ってきている

とかいろいろありますよね。じゃ、弁当持ってきてない人たちが、近くで何が買えるか。コンビ

ニが、あそこセブンイレブンが下にありますからそこで買う人もいるでしょうけど、結局、筑豊

ハイツ、レストランを使う人が非常に少ない。芝生公園を使ってる人たちの人数からすれば、レ

ストランを使ってる比率が低いというふうに思うんです。じゃあ、そこで外販をしてるかという

と、それもやってない。そういうことが言えるんだったら、そこを工夫するしかないというよう

に思うわけですけど。具体的に、これだけ出たからよくわかりました。この前要望して、具体的

に出してくれということで出しました。だけど、求めているのは、おっしゃったように、だから

どうするの。それなんですよね。それを早く決めないとあなたが言ったように２年間で３００万

以上の収益がなかったら、３００万っていったかな、収益がなかったら、解散ですと。補助して

でも１年間なり２年間なりお願いして、打開策ができるまで、運営していくか、そこのところを

決断しなくてはいけないんで、その辺の結果を早く出してください。よろしいですか。 

○経済施設等対策室主幹 

 今、委員が言われましたこと、最もだというふうに思っております。それで、今内部でどうい

った施設が必要なのか、どういった施設をやっていったらいいのかというところを、いろんな人

の意見を聞きながら、調整をしておりますので、できるだけ早い機会にこういった場で、市とし

ての考え方をお示しできるようにしたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○委員長 

 他に質疑ございませんか。 

○道祖委員 

 ２７年度ももう半分終わりました。２７年度いっぱいに、菰田の開発の関係がその方向性を出

すということですけど、その後、市場の動きはどういうふうになってきてるのか、お尋ねします。 

○経済施設等対策室主幹 

 市場につきましては、今３つの青果、魚、花と３つの市場があるわけでございますが、それぞ
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れの関係者の方と協議をさせていただいています。協議の内容といたしましては、公設でいける

のか、民営化なのか、１つありますし、もう１つは、現在の場所でいくのか、もしくは他の場所

でいくのかというふうなところを視野に協議をいたしておるところでございまして、委員言われ

ましたように、２７年度中に一定の方向性を出すということで、動いておりますので、これにつ

きましても、近々、市としての方向性をお示しできればというふうに思っておるところでござい

ます。 

○委員長 

 よろしいですか。ほかに質疑ございませんか。 

（ な  し ） 

では、ないようですので、本件につきましては、引き続き調査をしていくということで、本日

はこの程度にとどめたいと思います。 

次に、「産学連携について」を議題といたします。初めに、「医工学連携推進フォーラム及び飯

塚地域合同会社説明会の開催結果、並びにｅ-ＺＵＫＡスマートフォンアプリコンテスト２０１５

について」、執行部の説明を求めます。 

○産学振興課長 

 まず、「医工学連携推進フォーラムの開催結果」について、ご説明させていただきます。前回の

委員会におきまして、報告しておりました「医工学連携推進フォーラム」を開催いたしましたの

で、そこの結果についてご報告をさせていただきます。お手元にあります「医工学連携推進フォ

ーラム」と記載しております資料をごらんください。医療機器開発を実現していく体制の構築を

進めていくことを目的に、「医工部連携推進フォーラム」を平成２７年９月２９日火曜日のがみプ

レジデントホテルにおきまして、九州大学先端医療イノベーションセンター大平教授ほか医療機

器開発に携わる専門家を講師にお迎えいたしまして、開催をいたしましたところ、８８名が参加

し、盛況のうちに終了いたしました。このフォーラム開催時のアンケートの結果において、医療

関連産業への参入について、２５名の回答のうち、「参入したい７名」、「関心がある１０名」、本

事業への参画について、２１人の回答のうち、「ぜひ参加したい５名」、「参画を検討したい７名」

というアンケート結果が出てきておりますので、追跡調査を行い、さらに医工学連携を推進して

いきたいと考えております。 

続きまして、「飯塚地域合同会社説明会の開催結果」について、ご報告をさせていただきます。

お手元にある「合同会社説明会」と記載しております資料をごらんください。本市では関係機関

の協力のもと、優秀な人材の地域定着化を図り、地場企業の人材確保を支援する取り組みの１つ

として飯塚地域の企業と大学生が出会い、交流するための合同会社説明会を「飯ジョブ２０１６

あなたも飯塚地域で働いてみませんか」と題しまして、平成２７年１０月２３日金曜日のがみプ

レジデントホテルにおきまして開催いたしました。当日は、第１部として一般社団法人福岡中小

企業経営者協会事務局長である古賀正博氏による就職活動支援セミナーを開催した後に、第２部

として飯塚地域の企業３６社が参加する、個別会社説明会を開催いたしましたところ、当地域で

の就職を考えている若者など、１３６人が参加いたしました。本年度の合同会社説明会の参加企

業数、学生などの参加者数は本事業を実施して以降、最も多い参加数となっておりますので、合

同会社説明会後も求職者と企業のマッチングを進めるためのフォローアップを行い、一人でも多

く内定者を出し、地場企業の競争力向上と定住化を促進していきたいと考えております。 
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続きまして、「ｅ-ＺＵＫＡスマートフォンアプリコンテスト２０１５」について、ご報告させ

ていただきます。お手元にある「ｅ-ＺＵＫＡスマートフォンアプリコンテスト」と記載しており

ます資料をごらんください。本市では平成２５年３月に策定した新産業創出ビジョン２０１３か

ら２０１７に基づき、「人と産業が集まり成長するまち」を目指すべき目標として、各事業に取り

組んでいるところです。本事業は、さまざまな可能性に富んだスマートフォンアプリなどモバイ

ル端末のアプリケーションソフト市場に注目したアプリ開発コンテストを実施することにより、

すぐれたＩＴ技術者の発掘と育成を推進するとともに、「技術者が集まるまち飯塚」を全国的に発

信すべく取り組んだものです。４回目となる本年は、遠くは北海道から応募をいただくなど、全

国各地から９５件の応募がありました。このうち一次審査を通過した２１チームが参加して、１

１月２１日、九州工業大学情報工学部におきまして、外部有識者などの審査員による最終審査会

を行い、最優秀賞をはじめとする各賞を決定することといたしております。 

以上で報告を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、ただいまの説明に対する質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

では次に、「ｅ-ＺＵＫＡトライバレー構想の検証について」、執行部の説明を求めます。 

○産学振興課長 

 前回、ｅ-ＺＵＫＡトライバレー構想第１ステージ・第２ステージそれぞれのステージごとの検

証をというご質問がありましたので、お手元に配付いたしております「ｅ-ＺＵＫＡトライバレー

構想の検証について」に沿ってご説明をさせていただきます。資料につきましては、ステージご

との目指す姿、目標、概要、施策の柱、主な施策、課題、ステージ実施時期の経済状況を記載い

たしております。 

まず第１ステージでは、目指す姿として、「情報関連産業の集積」「ＩＴを活用した既存産業の

活性化」などとし、ベンチャー企業１００社、従業員数８００名、売上高を５０億円を目標とし

て掲げ、産学官連携など、４つの施策を柱とし、ニーズ会、新産業・新製品開発補助金といった

施策を行ってまいりました。実績として、ベンチャー企業５０社、従業員数７３０名、売上高１

５億円となっておりますが、その後、このベンチャー企業５０社のうち１７社が移転や廃業いた

しており、ある程度の成果はあったものの、課題もあり、この目標に至らなかった原因といたし

まして、市内においては、市場に乏しく、経営が軌道に乗った企業が域外に転出した企業やある

いは育成した人材についても市外の企業に就職するなど、人材の域外流出を食いとめることがで

きなかったことが要因であると考えております。 

この結果や課題を受けて、第２ステージにおきましては、目指す姿といたしまして、「日本一創

業と成長がしやすいまち」「全国から情報・人材・ビジネスチャンスが集まる刺激的なまち」とし、

ベンチャー企業の新たな集積１５社、雇用創出１５００名、ベンチャー売上高５０億円を目標と

して掲げ、人材の育成と集積など４つの施策を柱とし、第１ステージの施策に加え、チャレンジ

プロジェクト販路開拓支援補助金、各種プロジェクトの実施を行ってまいりました。実績として、

ベンチャー企業１６社、雇用創出数１６９名、売上高２０億円と目標には大きく届かなかったと

いう結果となっております。また、その後、ベンチャー企業１６社のうち３社が、移転・撤退・

廃業いたしております。第１ステージ・第２ステージで創業したベンチャー企業で、平成２５年
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現在で市内に居住している企業は４８社でその企業の中には大企業と言われているところと取引

をしているＩＴ系の企業もあり、それぞれ飯塚を拠点として活躍されているところです。なお、

目標に至らなかった原因といたしましては、第２ステージが始まった２００８年にリーマンショ

ックがあり、その後景気が急速に失速し、投資が冷え込み、経済が停滞したままであり、地場企

業の投資意欲も停滞し、企業への支援策も効果的な施策とはなりませんでした。また人材やベン

チャー企業の地域への定着や、情報発信不足が課題となりました。 

第３ステージにおきましては、リーマンショック後のデフレ不況など継続した状況での計画で

あり、ＩＴをイノベーションを生み出すツールとして、新産業の創出という方向性を生かしつつ、

幅広い産業分野を視野に「人と産業が成長するまち」を目指し、さまざまな情報発信を行い、新

規プロジェクトなどの案件創出、地場企業の新分野への参入を目標に掲げております。この新規

プロジェクトなどの案件創出、地場企業の新分野への参入の取り組みにおける重点プロジェクト

といたしまして、「医工学連携の推進」を推進しているところであります。第３ステージにおきま

しては、経済状況も一時の景気の底は脱して、地方におきましても投資意欲も回復しているもの

と考えておりますので、地場企業の技術開発や新規事業などを促進させる施策やＩＴを含めた創

業希望者やベンチャー企業を市内外から呼び込める施策を検討していきたいと考えております。 

以上、簡単ですが、「ｅ-ＺＵＫＡトライバレー構想の検証」の説明を終わらせていただきます。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、ただいまの説明に対する質疑を含め、全般に対する質疑を許します。

質疑はありませんか。 

○道祖委員 

 結果として、目標に達してないけれど、飯塚としては努力されて、何もしないよりもしてきた

からこの結果が出てきたんだろうと私は思って、ある意味、評価はしておるんですけど。ちょっ

とお尋ねいたしますけど、各中小企業がいろいろ開発に一緒になって、産学官で開発しながらや

っている製品の性能試験とかそういうは、大学の評価試験機というか、試験機と言ったらいいの

かな、その性能試験をするときの性能試験する機器はどういうところでやってるんですか。 

○産学振興課長 

 申しわけありません。詳しく把握してるわけでありませんが、産学官で共同でそういった新製

品の開発を行ってる場合、企業が持ってる機器を使ってやってる場合もあれば、大学での研究室

でされている場合もあろうかと考えております。 

○道祖委員 

 せんだって行政視察行って、そこの都市はそれなりの性能試験、機器の評価、性能試験という

のは時代とともに変わってきますから、高価なものを市が入れるのはどうかというのは私は思っ

てるんですけど、そこの都市は、市がいろいろな評価できる試験機を入れておったんですよね。

そこまでを私は飯塚市に求めても、無理だと思ってるんです。ただ、私が仕事してたときに、評

価試験をするときに、県の工業試験場等に相談しながら製品開発なり、その製品の評価試験をや

っておった記憶はあるんですけれど、そういう意味では、市としていろいろな形で取り組んでい

くなら、企業の中で評価する試験機を持っているところもあるでしょう。けど、中小企業におい

てはなかなか試験機だけを揃えるというのは大変なんで、そういうことが、どういう形でやられ

てるか一度、参考のため、調査されて、そして、どこにどういう機械あるから製品開発するとき
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には、こういうことが必要なんで、こういうところに行けば、試験機がありますというようなこ

とを調べておくことも必要ではないかと思うんですね。特に新規参入の企業とかそういうことに

なるとどうしても、資本力が小さいといいますか、そういうこともあり得ると思うんで、そこま

でやって、中小企業というか、地元企業の支援をやっていただければと思っております。当然、

恐らく企業はそれなりの努力はしておるとは思いますけれど、ちょっとこの前視察で気がつきま

したので、確認の意味で、ぜひよろしくお願いいたします。 

○産学振興課長 

 新産業創出あるいは新製品開発、こういったものにつきましては、地場企業の競争力強化とい

うことで、産学振興課としても重要だと考えておりますので、委員が言われました地場の企業に

意見を伺いまして、検討していきたいと思います。 

○委員長 

 他に質疑ございませんか。 

（ な  し ） 

この件につきましては、引き続き調査をしていくということで、本日はこの程度にとどめたい

と思います。 

お諮りいたします。執行部から案件に記載の８件について報告したい旨の申し出があっており

ます。報告を受けることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、報告を受けることに決定いたしました。 

初めに、「ミッドナイトオートレース（試行販売）について」、報告を求めます。 

○経営管理課長 

 それでは、「ミッドナイトオートレース（試行販売）について」、提出しております資料に沿っ

てご説明いたします。資料ナンバー１をお願いいたします。開催の目的としましては、オートレ

ースの活性化事業の一環として、昼間お勤めの方等に就業後、自宅などにおいて楽しめるレジャ

ーを提供するもので、平成２８年度からの本格開催を検討しており、本年度は試験的に開催する

ものであります。開催日程は平成２７年１１月１６日から１８日の３日間となっており、１日目

の第１レース発走時間は１８時２５分、最終レース発走時間は２０時５５分、２日目、３日目の

第１レース発走時間は２１時、最終レース発走時間は２３時３０分となっております。開催方法

は、８車立て６レース制で行うこととしております。発売方法は、ネットバンク決済によるネッ

トバンク投票及び民間ポータルサイトでの販売とし、レース場においては無観客で、車券販売は

行わないものとしております。レース中継についてはＣＳ放送のスカパー５２９チャンネルで放

送することとしております。なお、深夜のレースとなるため、騒音対策として川口オートナイタ

ー開催で使用された消音マフラーを使用し、レースを行うこととしております。 

以上、簡単でございますが、説明を終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○平山委員 

 オートレースの活性化で立派な事業を今されようと計画されておりますけど、１つですね、こ

の５の発売方法、ネットバンク銀行決済によるネットバンク投票、楽天銀行、ジャパネット銀行、
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この２種類の銀行に登録しなければ券は買えないんですか。 

○経営管理課長 

 現在のところは、委員がおっしゃるとおり、そこに登録をしていただかないと購入ができない

ようなこととなっております。 

○平山委員 

 この発売方法を試験的にあってるうちに、幅広く、地域の銀行でもできるようなシステムづく

りができていかないと、ここに登録して、この登録した人しか券が買えないといったら、なかな

か広がっていかないんじゃないかなと思うんですよね。そこのところを開催されてる日本トータ

ーですか、そこら辺とも話し合いをしながら、なるべく、一般の、今の飯塚オートレース場を見

てもわかるように、出てきてる人はほとんど、年配の方たちが出てきて、インターネットとか何

とかをできないような方たちが顔ぶれ見たら、多いんですけど、その人たちも買いたいという気

持ちは持っていると思うんですよ。なるべく多くの人が買えるように、この発売の方法を何とか

工夫をしてください。レースのネットの登録者は大体、確実に買う人は２万人ぐらい、競輪のネ

ットで買う登録者は３０万人ぐらいと聞いている中で、競輪のファンの方たちにも買ってもらう

ようにしようというのはわかるんですけど、オートレースのファンの方たちにも買いやすいよう

に、発売方法をちょっと考えてほしいと思います。以上、要望でございます。 

○委員長 

 他に質疑ございませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「専用場外発売所の開設について」、報告を求めます。 

○経営管理課長 

 「専用場外発売所の開設について」、ご説明いたします。資料ナンバー２をお願いいたします。

１件目でございますが、名称が「オートレース六郷」、開設場所は秋田県仙北郡美郷町サテライト

六郷内、設置者は六郷開発株式会社、管理施行者は川口市、施設の概要ですが、オート・競輪共

同の一般席２６４席、オートルーム２０席、オートレース専用窓口４窓となっております。年間

総発売日数は２８０日程度を予定しており、９月１９日にオープンをしております。 

次に２件目でございますが、名称は「オートレース男鹿」、開設場所は秋田県男鹿市サテライト

男鹿内、設置者は株式会社ヤマサ興産、管理施行者は伊勢崎市、施設の概要ですが、オート・競

輪共同の一般的３３６席、オートレース専用窓口２窓となっております。年間総発売日数は３４

０日程度を予定しており、１０月１０日にオープンをしております。 

以上、簡単ですが、説明を終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「飯塚市中心市街地活性化の取り組みについて」、報告を求めます。 

○商工観光課長 

 飯塚市中心市街地活性化の取り組みにつきまして、中心市街地活性化事業のうち、商工観光課
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が所管します商業の活性化事業の取り組み状況について、本年６月５日の本委員会でご報告させ

ていただきました以降の事業進捗状況を資料に基づきご報告をさせていただきます。 

まず、経済産業省の中心市街地再興戦略事業のタウンマネジャー設置事業につきましては、７

月１４日より第２期のタウンマネジャーを採用しておりまして、各種商業団体等との連携のもと、

商業活性化に向けたさまざまな企画立案などを初め、店舗診断や空き店舗対策、国の補助金を活

用したハード整備やイベント等のソフト事業の支援などを行っていただいております。 

続きまして、国土交通省の社会資本整備総合交付金を活用した事業につきましては、３つの事

業を実施しておりまして、まず、商業活性化支援事業につきましては、「健康空間創出事業」を飯

塚商工会議所、「新規創業者等支援事業」を株式会社まちづくり飯塚、「飯塚本町コミュニティー

ビルオープン記念事業」を飯塚市商店街連合会がそれぞれ実施主体として行っております。街な

か交流・健康ひろばでの健康関連教室や商店街での創業起業支援のほか、１０月１日に開設しま

した「本町コミュニティビルアフレール」のオープニングイベントなどを実施をいたしておりま

す。次に、戦略的逸品店舗誘致事業につきましては、これまで中心商店街に即戦力となる逸品店

舗の誘致について、２８社と出店交渉を進めてまいりましたが、本年８月２０日に大手居酒屋チ

ェーンのフランチャイズ店１社が吉原町に本制度を活用して出店をいたしております。今後とも

飯塚市戦略的逸品店舗誘致部会と連携をしながら、引き続き、積極的な店舗誘致活動を行ってま

いりたいと考えております。最後に街なか循環バス運行事業につきましては、本年４月より、１

日当たり３ルート９便で実証運行を開始しております。４月から９月までの利用者総数は５４０

２人で、月平均約９００人、１日平均約３７人の利用状況となっております。現在、次年度に向

けて運行ダイヤ等も含め、改善、検討を行っているところでございます。 

以上、簡単でございますが、報告を終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は、報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「市道上における車両損傷事故について」、報告を求めます。 

○土木管理課長 

 市道上における事故について、ご報告いたします。本件事故は平成２７年９月２９日午前１０

時ごろ川島地内の市道荒巻・灰交線において、当事者が川島古墳公園方面から国道２００号線方

面へ走行中、進行方向左寄りにできた側溝と道路舗装との段差に車両左側、前輪を乗り上げて左

側前輪のタイヤホイールなどを損傷させたものです。この事故によります過失割合は現在、保険

会社と協議中であり、その結果をもって相手方と協議をしてまいります。また、道路の点検補修

につきましては、日ごろより市報などでの情報提供依頼の掲載や職員への呼びかけ、パトロール

などを行い、補修箇所を発見した際には、迅速に対応しておりますが、さらに気をつけて管理を

行ってまいります。 

以上、簡単ではございますが、報告を終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 
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質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「市道上における車両損傷事故について」、報告を求めます。 

○穂波支所経済建設課長 

 「市道上における車両損傷事故について」、ご報告いたします。お手元に配付しております資料

をお願いいたします。本件事故は平成２７年９月２８日午前１０時３０分ごろ穂波支所経済建設

課道路作業班が市道椿・平恒線で除草作業中、刈払機の刃で小石をはね、市道を走行しておりま

した相手方車両の左前部ドアガラスを損傷させたものでございます。なお、人身傷害はあってお

りません。事故原因といたしましては、職員の安全管理等への対応が十分でなかったことによる

もので、事故を起こした職員に対し、厳しく注意し、本人も深く反省をいたしております。今回、

職員の不注意によりこのような事故を起こしましたことに対して深くおわびするとともに、他の

職員に対しても安全管理意識と細心の注意を払って業務に当たるよう、朝礼等での指導をさらに

徹底し、再発防止に努めてまいります。なお、本件事故につきましては、市の過失割合を１００％

として速やかに示談をとり行うとともに、専決処分及び賠償金の支払いをいたしまして、１２月

の開催予定の本会議に専決処分についてご報告を行うことを予定しております。 

以上、簡単ですが、ご報告を終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「工事請負契約について」、報告を求めます。 

○上下水道局総務課長 

 上下水道局の工事請負契約の締結につきまして、お手元に配付しております資料によりご報告

いたします。横書きの工事請負契約報告書上下水道局総務課と記載しております資料をお願いい

たします。今回報告します請負契約は、電気工事１件及び機械器具設置工事１件で、入札の執行

に当たりましては、業者選考委員会で審議し、入札実施要領に基づき、要件等を付して入札を行

っております。 

まず、「終末処理場電気設備改築工事」につきましては、電気Ａランクの工事で指名競争入札を

９月１４日に行い、１億４０９３万１３６０円の予定価格に対し、１億３９１０万４千円、落札

率９８．７０％で株式会社九電工が落札いたしました。 

次に、「終末処理場機械設備改築工事」につきましては、機械器具設置工事で条件付き一般競争

入札を９月２８日に行い、３億９６２７万５７６０円の予定価格に対し、３億５６６０万８４４

０円、落札率８９．９８％で、株式会社石垣が落札いたしました。この入札につきましては、２

者の同額入札になりましたので、地方自治法施行令の規定によりくじ引きで落札者を決定してお

ります。 

以上、簡単ですが、工事請負契約の報告を終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 
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次に、「工事請負契約について」、報告を求めます。 

○契約課長 

 工事請負契約の締結状況において、お手元に配付いたしております資料によりご報告いたしま

す。今回ご報告をいたします３件の工事は、いずれも土木一式工事でございます。入札の執行状

況につきましては、業者選考委員会において条件付き一般競争入札の実施要領及び運用基準に基

づきまして、１件目につきましては、土木一式工事のⅠ等級に格付けされている条件等を、２件

目及び３件目につきましては、土木一式工事のⅠ等級またはⅡ等級に格付けされている要件等を

それぞれ決定し、入札を執行いたしました。 

次に、入札結果についてご説明いたします。資料の１ページをお願いいたします。「水江雨水幹

線水路改修（３工区）工事」につきましては、１２者による入札を執行いたしました。その結果、

落札額が７２０１万９８００円、落札率８４．６７％で株式会社小山産業が落札しております。

なお、本件の入札につきましては、最低制限価格によります１１者の同額応札があり、地方自治

法施行令の規定に基づき、くじ引きにて落札者を決定いたしております。 

次に、資料の２ページをお願いいたします。「鯰田井手ノ上用排水路改良（４工区）工事」につ

きましては、３７者による入札を執行いたしました。その結果、落札額６３３５万６４０円、落

札率８５．３８％で株式会社高森組が落札しております。なお、本件の入札につきましては、変

動型最低制限価格方式にて落札者を決定いたしております。 

次に、資料の３ページをお願いいたします。「蓮台寺川河川改修工事」につきましては、３５者

による入札を執行いたしました。その結果、落札額６３２９万８８００円、落札率８５．６１％

で友栄土木株式会社が落札しております。なお、本件の入札につきましては、変動型最低制限価

格方式にて落札者を決定いたしております。 

以上、簡単ではございますが、工事請負契約についての報告を終わります。 

○委員長 

報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

暫時休憩いたします。 

休 憩 １０：５９ 

再 開 １１：１０ 

委員会を再開いたします。 

次に、「第２次公共施設等のあり方に関する基本方針（公共施設等総合管理計画）について」、

報告を求めます。 

○行財政改革推進課長 

 第２次公共施設等のあり方に関する基本方針（公共施設等総合管理計画）について、案を策定

いたしましたので、その概要について報告させていただきます。 

資料の３ページをお願いいたします。１．背景と目的といたしましては、①で本市が今まで取

り組んできました公共施設等のあり方に関する計画の実施状況からの必要性、②では、国から要

請があった背景に基づく必要性について整理をいたしております。なお、本市が取り組んでまい

りました公共施設等のあり方に関する実施計画の実施状況につきましては、別紙Ａ３で配布させ
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ていただいておりますので、後ほどご参照お願いいたします。４ページをお願いいたします。２．

では、この計画の位置づけを整理いたしております。下のほうの図にありますように、総合計画

及び第２次行財政改革大綱を上位計画として位置づけるとともに、総務省から要請されました「公

共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」に準拠するものといたしております。本文には

記載しておりませんが、この総合管理計画を策定することで、老朽化した公共施設の除却費や公

共施設等を統廃合するために必要な改築、改修の財源として有利な地方債を活用できるなど、財

源的なメリットもあることから、国の指針に準拠しているものでございます。この基本方針に基

づきまして、施設ごとの個別計画につきましては、平成２８年度中に策定するということといた

しております。次に、６ページにつきましては人口構造、それから７ページから１０ページにつ

きましては、本市の財政状況となっております。 

１３ページをお願いいたします。公共施設等の保有状況を、類似団体と比較したものでござい

ます。本市は他市に比べ、約１．８倍多くの公共施設を保有いたしております。１４ページにつ

きましては、現有施設を今後３０年間保有した場合のコストシミュレーションとなっており、現

有施設をこのまま維持することは、財政的には、困難な状況であるという結果が出ております。

１６ページから２０ページにつきましては、公共インフラの現状と今後３０年間のコストについ

て整理をさせていただいております。公共インフラにつきましても年間平均約５６．６億円の経

費が必要との結果が出ております。 

２１ページをお願いいたします。２１ページ以降につきましては、公共施設等の利用状況を調

査いたしました市民アンケート結果でございます。このアンケートにつきましては、市内１２地

区の方がどのくらい公共施設を利用されているか、また、主としてどこの施設を利用されている

か、そして、今後の公共施設の維持管理や設置場所についての考え方を調査したものでございま

す。２２ページは属性、２３ページから３５ページまでは施設の種類ごとに調査結果を掲載させ

ていただいております。結果の内容につきましては省略させていただきます。３６ページをお願

いいたします。今後公共施設を維持し続けるために必要な取り組みについて、調査を行っており

ます。結果でございますが、利用の少ない施設、老朽化した施設については、統廃合すべきとの

回答が７２．１％となっております。次ですが、下のほうですが、優先的に維持していくべき施

設としては、図書館やコスモスコモンなどの文化施設という答えが多くなっております。３７ペ

ージをお願いいたします。公共施設の設置場所につきましては、いろんな、いろいろ施設が集ま

ってるほうが利用しやすいと回答された方が大体５０％、ある程度分散しているほうが利用しや

すいと回答された方が４０．７％となっており、意見が分かれております。３８ページをお願い

いたします。前の質問で、集まってるほうが利用しやすいと回答された方で、どこに集まってい

たら、利用しやすいかという問いに対しましては、「駅やバス停などの交通機関の周辺」が５０．

１％で最も多く、次いで｢郊外など自動車での利用が便利なところ｣が２６．５％となっておりま

して、いずれも利便性を重視する結果となっております。 

３９ページをお願いいたします。第４章は、主な施設の運営状況となります。今回は施設ごと

の利用状況及び稼働状況について整理をいたしております。現在各施設の運営経費についても調

査をいたしておりますので、それが整理できましたら、利用者一人当たりのコストについても出

していきたいというふうに考えております。下のほうの２の（１）屋内運動施設、体育館でござ

いますが、１年間の利用者数について掲載しております。それから４０ページは、その体育館の
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稼働状況ということで、赤い色が稼働率が高く、青は低いということをあらわしております。５

４ページまでは、各施設の利用者の状況それから稼働率が求められるところについては稼働率を

載せております。詳細の説明につきましては省略させていただきます。 

５５ページをお願いいたします。７月から８月にかけまして、主要な施設で、延べ床面積２０

０平米以上の建物について、委託業者による劣化診断を実施いたしております。調査の方法とい

たしましては、目視や打診棒、計測等による診断を行っており、評価区分をＡＢＣＤの４段階に

分け、評価を行っております。なお、今後市として報告書内容を精査いたしますので、区分につ

いては、若干の変更があることについてはご了承願います。 

５９ページをお願いいたします。これまでご説明させていただきました内容から、計画策定に

向けて前提となる課題を整理しております。（１）は人口減少の課題、（２）は今後財政が減少し

ていく課題、（３）は公共施設等の全体の保有量が多いこと、それから老朽化した施設が多いとい

う課題、（４）は利用の少ない施設、必要が薄れてきた機能に対する課題、（５）は更新費用に多

額の費用が必要となる課題。このような課題を前提として、今後どのようにして市民の皆様に安

心して安全な公共施設サービスやライフラインである公共インフラを維持するかについてを６０

ページの２の課題解決に向けての中で１０の基本的な考え方を定めて進めることといたしており

ます。まず、（１）でございますが、総量の最適化の推進でございます。公共施設等の総量につい

て縮減目標を定めて、縮減を行うといたしております。今回、総務省の指針では、縮減目標につ

いては、数値化を行うということになっております。したがいまして、本市といたしましても数

値化を行っております。６１ページお願いいたします。公共施設等の縮減目標といたしましては、

今後３０年間で公共建築物の総延べ床面積を現在の約７０万平米から約５６．５万平米とし、１

９．３％を縮減することを目標といたしております。なお、本計画期間である１０年間では、約

４．５万平米の縮減を目標といたしております。目標の設定根拠といたしましては、６２ページ、

６３ページにおいて説明いたしておりますが、人口が３０年後に２０％減るということを前提と

いたしております。他市の中には、全国平均、それから類似団体との公共施設の保有状況の平均

値を目標としているところも多くございますが、そうなりますと本市の場合は、約４５％を縮減

する必要がございます。ご承知のとおり本市は歴史的な背景から公営住宅が多いこと、また、合

併市町村であり、市の面積も広いことから、短期間で全国平均にあわせることはかなり、急激な

市民サービスの低下につながることもあり、検討の結果、人口の推移と、そのことによる財政上

の影響額を基礎として、今回の縮減率を設定いたしております。また、この目標達成のための手

段でございますが、アンケート結果にもありますように、利用が少ない施設や老朽化した施設は、

廃止もしくは類似施設との統合や複合化を進めるとしております。次に、今後新しい機能を持つ

公共施設が必要となった場合は、原則既存の公共施設、または民間施設等にその機能をもたせて

活用することとしております。また、施設の更新、建替えとか、統廃合により建替えが必要とな

った場合につきましては、将来の人口推計や稼働状況を勘案し、原則延べ床面積を縮減して整備

していくことといたしております。公共インフラにつきましては、将来の利用供給人口などを考

慮して規模や面積の最適化を図るといたしております。６４ページをお願いいたします。（２）公

共施設の配置につきましては、市民アンケートの中でも、利便性のいいところに集中配置する意

見と、分散配置の意見に分かれており、公共施設等の減少に伴って、著しい市民サービスの低下

を招かぬよう、施設の役割機能に応じて、効果的な配置を推進するとしております。（３）公共施
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設等の運営の最適化としましては、市民の利用率向上を念頭に、先ほど説明いたしました稼働率

などの利用実態に即した、開館日数や開館時間の見直し、運営主体についても最適化を図り、受

益者負担の適正化・平準化の検討について検討していくようにいたしております。（４）では、長

寿命化を推進するといたしております。６５ページをお願いいたします。（５）では、公共施設等

は、指定避難所としての機能を有するものもございますので、耐震化を推進するといたしており

ます。（６）では、長寿命化のためには、日常点検が重要であることから、点検マニュアルの整備

や、施設管理に関する研修の実施など、施設を長く有効的に利用できる仕組みをつくるといたし

ております。６６ページをお願いいたします。（７）では、経済性の観点と市民の利便性を考慮し、

近隣自治体と相互利活用について検討していくといたしております。（８）は、空きスペースの有

効活用を推進するといたしております。（９）では、施設の整備にあたっては、今後財源不足が予

想されることから管理・運営を含めた、ＰＦＩ・ＰＰＰの活用についても引き続き検討すること

といたしております。（１０）では、公共施設等の現状を、市民の皆様に広く公表し、情報を共有

することで、市民意識の向上を図るということといたしております。 

６７ページをお願いいたします。推進体制でございますが、全庁的な取り組みとなりますこと

から、公共施設等マネージメント統括部署を定めることといたしております。２．の進行管理に

つきましては、この方針は第２次行財政改革大綱に基づく方針となっておりますので、行革の推

進本部会議が行うというふうにいたしております。それから、３．の具体的な取り組みといたし

ましては、公共施設等の維持管理には、多額の経費を要するということから、今後の維持管理に

あたっては、計画を立てて財政状況を十分に考慮して行うものといたしております。 

以上がこの方針の説明でございますが、今後のスケジュールといたしましては、議会の４常任

委員会に報告し、意見をいただくとともに、外部委員会である行革推進委員会にも意見を伺い、

さらには、１１月から１２月にかけて、市民意見募集を行い、これら意見をふまえた上で、最終

方針を確定したいと考えております。 

長くなりましたが、以上で説明を終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○平山委員 

 この資料で、公共施設のあり方に関する実施計画の進捗状況について（平成２７年７月１日現

在）の分で、計画通りの見直しができていない施設の中に、頴田図書館、これは旧公民館も含め

ると思うんですけど、それと、頴田体育館、頴田武道館、これももう廃止と決定されて、早く次

の段階に移るように、今までずっとやっておると思うんですけど、できない原因はなんですか。

廃止にできない。売却するとか、壊すとか、そして、その原因があって、もしできるならいつご

ろできるのか、ちょっとそこのところの説明を詳しくしてほしいなと思っております。 

○行財政改革推進課長 

 すいません。質問の内容につきましては、詳しくは、担当課のほうに聞いていただかないと、

なかなか私のほうではちょっと説明できない部分もございますが、概略ということで説明させて

いただきます。 

まず、２つの質問があろうかと思います。まずは現在、もともと廃止するというふうになって

いたのになぜ廃止できなかったかという点でございますが、これにつきましては、もともとこれ
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ら体育館とか武道館については、小中一貫校を整備する中でそれらの体育館、武道館を利用して

いく、新しい施設を利用していくというような、そもそもの計画がございましたけれども、現在、

なかなかその辺が学校の行事との兼ね合いの中で利用ができなくて、現実、頴田の体育館、頴田

の武道館については、使用されているということで、廃止が今できていないというような状況で

ございます。 

それともう１つ、図書館につきましては、これについては、もともと当初、平成２１年度に立

てましたこの実施計画の当時においては、頴田の図書館につきましては、旧頴田公民館の中の一

室を使ってやっておりました。で、その中でやっておりまして、利用者も少ないというような状

況でございました。そして、一貫校の中で図書館という形でオープンして今のところ、図書館の

利用者も多いというようなところで図書室への移行というのについては、まだ検討段階というこ

とで、今のところそういう状況でございまして、計画通りには進んでいないということでござい

ます。 

それと跡地の問題がもう１つございました。跡地はどうなるのか。いつどうするのかというこ

とでございますが、もうご存じと思いますが、ここにつきましては、市だけの土地ではなくて、

民間の土地が入り込んでるところがいっぱいございます。そういったところについて、今、担当

課のほうは調整をいたしておりますので、その調整ができ次第、跡地の利活用は進めていくと。

で、ここにつきましては、もともと一体的な活用をするという方向性を持っておりますので、そ

ういうことで進めていきますが、それをいつまでにできるのかと言われる質問につきましては、

ちょっと私のほうではお答えはできませんということで、そういうことでよろしくお願いいたし

ます。 

○平山委員 

 わかりました。それでは、担当課にそれぞれ詳しく聞くことにいたしましょう。本当に、飯塚

市もコンパクトなまちづくり、各旧町にも、拠点となる施設をつくり、連携型のまちづくり、市

づくりをするという中で、この頴田は、この３つの問題が片づかなければ、なかなか頴田の全体

的な地域づくり、核づくりがものすごくできにくいんですよ。それを、私も今までずっと我慢し

ておったんですけど、今日たまたまこういう案件が出てきましたので、今日は質問させてもらい

ましたけれども、本当に、この件は早く解決できるように進めていくように努力してください。

お願いします。 

○委員長 

 他に質疑ございませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

以上をもちまして、経済建設委員会を閉会いたします。 

 


